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子育て支援、少子化対策等
（ひとり親家庭・多子世帯等の自立支援及び
児童虐待防止対策の「充実の方向性」を中心に）

資料７



少子化対策について
若い世代の結婚・妊娠・出産・子育ての希望をかなえるため、「少子化社会対策大綱」等に
基づき、関係府省と連携して「切れ目ない支援」に取り組んでいく

○独身男女の結婚希望は約９
割。一方、未婚率は上昇
○雇用の不安定さ・低所得が背
景

○妊産婦の孤立感・不安感、
育児不安の高まり
○妊娠期から子育て期までの
支援が縦割り、連携不足

○深刻な待機児童問題や「小
１の壁」、地域の実情に応
じたサービスの不足
○厳しい状況に置かれたひと
り親家庭や多子世帯の増加
○児童虐待の相談件数の増加

◇「正社員実現加速プロジェクト」の推進（非正規雇用労働者の正社員転換等を支援す
る「キャリアアップ助成金」の拡充等）

◇「若者雇用促進法案」（将来を担う若者が安心して働ける環境づくり、今国会に提出）
など

◇「子育て世代包括支援センター」（ワンストップ相談拠点、27年度までに150か所、お
おむね５年後までに全国展開）

◇産前・産後サポート事業、産後ケア事業（専門家や子育て経験者等による相談支援、
宿泊等による心身のケア等を地域の実情に応じて実施）

◇周産期医療体制のあり方に関する検討会の開催（新たな周産期医療体制整備の方向
性、周産期における救急・災害時の体制整備等について検討、27年８月～） など

◇子ども・子育て支援新制度の施行（安定財源の確保）
◇「待機児童解消加速化プラン」の推進（25～29年度で約40万人分整備）
◇「放課後子ども総合プラン」の推進（31年度までに約30万人分整備）
◇ひとり親家庭・多子世帯等の自立の支援、児童虐待防止対策の強化（年末を目
途に政策パッケージを策定し、児童福祉法等の改正法案の次期通常国会提出を目指す）→Ｐ２・Ｐ３

◇子どもの医療制度の在り方等に関する検討会の開催（子どもの医療分野における
課題等について検討、27年９月～） など

○子育て世代の男性の長時間
労働
○第１子出産前後で約６割の
女性が退職

◇「労働基準法等の一部を改正する法律案」（長時間労働の抑制等、今国会に提出）
◇育児休業の取得促進等（次世代育成支援対策推進法等に基づく取組み、育児・介護休業法
の見直しに向けた検討） など
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ひとり親家庭・多子世帯等の自立応援の方向性

○経済的に厳しい状況に置かれたひとり親家庭や
多子世帯が増加
・昭和63年から平成23年の25年間で母子世帯は1.5倍、
父子世帯は1.3倍（母子世帯84.9万世帯→123.8万世
帯、父子世帯17.3万世帯→22.3万世帯）
・母子世帯の80.6％が就業しており、そのうち47.4％は
パート、アルバイト等
・母子世帯の平均年間就労収入（母自身の就労収入）は
181万円、平均年間収入（母自身の収入）は223万円

現状
＜現行施策の主な課題＞
○支援が必要な方に行政のサービスが十分に届いていない
○複数の困難な事情を抱えている方が多く、一人一人に寄り添った支援が必要
○ひとりで過ごす時間が多い子供達に対し、学習支援も含めた温かい支援が必要
○安定した就労による自立の実現

支援の方策 主な内容

生
活
支
援

総合相談 市町村福祉部局、母子家庭等就業・自立支援セ
ンター、児童相談所

経済的支援 児童扶養手当、生活保護

住宅 母子生活支援施設

子育て支援 保育所等、放課後児童クラブ、日常生活支援

就
業
支
援

相談・
マッチング

ハローワーク、母子家庭等就業・自立支援セン
ター、就業支援専門員

職業訓練 公的職業訓練、ジョブ・カード、高等職業訓練
促進給付金、自立支援教育訓練給付金

就業機会の
確保

特定求職者雇用開発助成金、
トライアル雇用奨励金

教
育
支
援

修学資金 子供の就学支度資金、修学資金貸付

学習支援 学習支援ボランティアの派遣

そ
の
他

養育費 養育費相談支援センターでの相談

面会交流 面会交流支援事業の実施

＜今後の方向性＞
○ひとり親家庭・多子世帯等の自立を応援するため、自治体のワンストップ窓口の整
備、子どもの居場所づくり、児童扶養手当、子どもの学習支援や親の資格取得支援な
ど、各種施策を組み合わせて効果的に支援。
⇒年末を目途に政策パッケージを策定。財源確保の方策については幅広く検討。○ひとり親家庭等に対し、主に以下の施策を実施。

現在厚生労働省で講じている施策

課題と方向性

ひとり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェクト（施策の方向性）

ひとり親支援の相談窓口
（福祉事務所または子育て支援窓口）

生活困窮者自立支援制度の相談窓口

ひ
と
り
親
家
庭

支援につながる：相談窓口のワンストップ化の推進

関係機関

ハローワーク、
母子家庭等就
業・自立支援セ
ンター、弁護士
等、公営住宅担
当部局、ＵＲ、
婦人相談所、子
育て世代包括支
援センター、保
育所等担当部局

など

住まいを応援
生活困窮者に対する住居確
保給付金の支給 など

生活を応援
子供の居場所づくり、児童扶養
手当、養育費の確保支援 など

学びを応援
子供の学習支援の充実、教育
費の負担軽減の推進 など

仕事を応援
就職に有利な資格の取得支
援、ひとり親全力サポート
キャンペーンの展開 など

社会全体で応援
「子供の未来応援国民運動」を展開（支援情報ポータルサイトの開設、民間資金を核とした基金創設等）

離婚届、転入届、
保育園の手続き、

児童扶養手当等の窓口

携帯メールを活用
した双方向型の支援

子供の未来応援
国民運動ＨＰ

スマートフォンで
支援情報ポータルサイト
にアクセス可能に

相談員が
寄り添い型支援

母子・父子
自立支援員

就業支援
専門員

集中的な相談体制の整備
児童扶養手当の現況届の

時期（８月）等に集中的に相談

2



児童虐待防止対策の強化の方向性

①児童虐待の相談対応件数は増加の一途であり、児童虐待による死亡事例の
４割強は０歳児

②国、都道府県（児童相談所）及び市町村の役割・責任の分担が不明確
③社会的養護を必要とする児童は、自立に時間を要し、措置解除後も就業自立
に結びつかないケースが多い

現状・課題

今後の方向性

①児童虐待の発生予防の強化

②関係機関の役割分担・連携
強化

③被虐待児童の自立支援と
フォローアップ

 児童虐待防止対策をはじめとする新たな子ども家庭福祉の在り方を包括的に検討
 国、都道府県（児童相談所）及び市町村の役割・責任を改めて抜本的に見直し
 官・民のパートナーシップを構築し、民間の人材、資金、ノウハウ等を活用
 子どもやその家庭に対し、アウトリーチ型の支援を実施

 発生予防から自立支援まで一連の対策を更に強化

 子育て世代包括支援センターの全国展開
 支援を要する妊婦の情報の確実な把握
 子育て家庭へのアウトリーチ型支援 など

 児童相談所や市町村の体制整備、専門性向上
 共通の判断基準によるアセスメントの実施
 里親委託や特別養子縁組の推進 など

 児童養護施設等による親子関係再構築支援
 18歳に達した者に対する支援の継続
 施設退所後のアフターケアの推進 など

年
末
を
目
途
に
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
策
定

児
童
福
祉
法
等
の
改
正
法
案
の

次
期
通
常
国
会
提
出
を
目
指
す 3

0

20,000

40,000

60,000

80,000

Ｈ１１ Ｈ１６ Ｈ２１ Ｈ２５

児童相談所における児童虐待相談対応件数
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